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東鷹栖まちづくり推進協議会 会議録（令和８年度 第１回） 

日  時 令和８年６月１１日（木）午後６時３０分～午後８時２５分 

場  所 旭川市東鷹栖支所 大会議室 

出 席 者 委員１４名 

 赤崎委員、石井委員、川瀨委員、栗山委員、駒澤委員、斎藤委員 

 下野委員、高橋委員、太野垣委員、千葉委員、永草委員、中田委員 

 宮武委員、山田委員 

オブザーバー２名 

 森山東鷹栖公民館長、鈴木地域まるごと支援員 

樽井市民生活部長 

事務局（東鷹栖支所長ほか２名） 

説明員（まちづくり協働課主幹、公共施設マネジメント課長） 

会議の公開・

非公開 

公開 

傍 聴 者 ０名 

会議資料 ・会議次第 

・委員名簿 

・旭川市地域まちづくり推進協議会設置要綱 

・東鷹栖まちづくり推進協議会の会議ルール 

・令和８年度地域で使える補助制度 

・東鷹栖まちづくり推進プログラム 

・アイデア提案票 

・令和８年度東鷹栖まちづくり推進協議会開催イメージ 

・旭川市地域まちづくり推進事業補助金交付要綱 

会議内容 

１ 開 会 開会後、会長選出までの進行を事務局で行った。 

２ 市民生活

部長挨拶 

市民生活部長から挨拶があった。 

３ 報告事項 (1)「令和８年度東鷹栖地域活性化協議会の動き(予定)」については、

報告者が都合により欠席したため、次回に持ち越しとなった。 

(2)「旭川市地域自治推進ビジョンの改訂」について、まちづくり協働

課主幹から報告があった。 

(3)「地域集会施設の活用に関する実施計画(改訂版)」の策定につい

て、公共施設マネジメント課長から報告があった。 
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４ 委員及び

事務局の紹介 

委員及び事務局から、それぞれ自己紹介があった。 

オブザーバーからも自己紹介をいただいた。 

５ 会議の運

営方法につい

て 

(1) 会長選出 

  旭川市地域まちづくり推進協議会設置要綱第５条第１項の規定に基

づき、委員の互選により、千葉委員が会長に選出された。 

(2) 副会長指名 

  旭川市地域まちづくり推進協議会設置要綱第５条第１項の規定に基

づき、千葉会長の指名により、駒澤委員が充てられた。 

(3) 会議のルールの確認について 

 「東鷹栖まちづくり推進協議会の会議ルール」に基づき、事務局から

概要について説明を行った。 

６ 議 事 (1) 旭川市地域まちづくり推進事業補助金・負担金について 

  資料に基づき、事務局から補助・負担金制度の概要について説明を

行った。 

  東鷹栖まちづくり推進協議会では、３つ以上の事業を一括して行う

包括型により、実行委員会方式で事業を行っており、補助金予算３２

万円の範囲内で事業を行うこととなる旨の説明を行った。 

  事務局からの説明後、質問・意見等はなかった。 

(2) 東鷹栖まちづくり推進プログラムについて 

  資料に基づき、事務局から「東鷹栖まちづくり推進プログラム」に

ついて説明を行った。 

  事務局からの説明後、質問・意見等はなかった。 

７ その他  事務局から、資料「アイデア提案票」について、随時アイデアを受け

付ける旨説明した。 

 また、資料「令和８年度東鷹栖まちづくり推進協議会開催イメージ」

について、近年の会議は年２、３回開催されていること、１０月頃に総

合研修会の開催が予定されている旨説明した。 

 委員報酬について、会議参加１回ごとに報酬が発生し、年度末にまと

めて支払う旨説明した。 

 事務局からの説明後、質問・意見等はなかった。 

８ 閉 会  

 


